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○○庁舎等空調設備保守点検業務委託契約書（標準例） 

 

 

委託者熊本県（以下「甲」という。）と受託者○○（以下「乙」という。）とは、○○

庁舎等空調設備保守点検業務について、次のとおり委託契約を締結する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （総則） 

第１条 甲は、○○庁舎及びその付属建物の空調設備保守点検業務（以下「業務」とい

う。）の実施を乙に委託し、乙は、これを受託する。 

  

  

 

 （業務内容） 

第２条 前条の規定により甲が乙に委託する業務の内容は、別紙○○庁舎等空調設備保

守点検業務委託仕様書及び特記仕様書（以下これらを「仕様書」という。）のとおり

とする。 

 

 

（委託料） 

第３条 業務の委託料（以下「委託料」という。）は、金○○○○円（うち消費税及び

地方消費税の額○○○○円）とする。 

 

 

 

 

 

 

 （委託期間） 

第４条 業務の委託期間（以下「委託期間」という。）は、平成○○年○○月○○日か

ら平成○○年○○月○○日までとする。 

 

 

 

 

 （契約保証金） 

第５条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金○○○○円を甲に納付し

なければならない。 

２ 前項の契約保証金には、利息を付けない。 

３ 第１項の契約保証金は、第１０条に規定する損害賠償の予定又はその一部と解釈し

ないものとする。 

４ 甲は、乙がこの契約により生ずる義務を履行しないときは、第１項の契約保証金を

甲に帰属させることができる。 

５ 甲は、乙がこの契約により生ずる義務を履行したときに第１項の契約保証金を還付

するものとする。 
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○ 「標題（タイトル）」について 

   契約の内容が一見して分かるように契約件名及び契約の種類を表示する。 

 

○ 「前文」について 

   契約の当事者（名義人）が誰であり、何について契約するものであるか簡潔に表

示する。県の場合、契約の当事者（名義人）は、法人としての熊本県とする。 

なお、契約の相手方は、契約により発生する権利義務の主体を表示することとな

り、記載例は次のとおりである。 

 

  ・ 個人の場合   → 個人の氏名を記載 

  ・ 法人の場合   → 法人の名称を記載（支店等名は記載不要） 

  ・ 任意団体の場合 → 任意団体の名称並びに代表者の職及び氏名を記載 

 

○ 「総則」及び「業務内容」の条項について 

   契約書記載事項である「契約の目的」とは、契約（債権債務）の内容を意味する。

契約の内容は、契約の当事者間における意思の合致の内容を十分に証拠化するた

め、品目、性質、形状、数量等によって、明確に、具体的に、かつ、詳細に表示す

る。また、契約における最も重要な事項の一つであるので、特段の支障がある場合

を除き、安易に仕様書等の記載に委ねず、少なくとも概要（大項目）程度は、契約

書本文に定める。 

この契約書では、総則及び業務内容の条項で、契約の内容（当事者が何をどうす

るのか）や業務の仕様を規定している。 

なお、業務の仕様が複雑であり、仕様書による場合は、仕様書を契約書の別紙と

し、契約書には契約の内容の一部として規定することが望ましい。 

 

○ 「委託料」の条項について 

契約書記載事項である「契約金額」とは、契約内容に基づき計算された債権債務

の金額である。委託契約の場合は、通常、委託料と表示する。 

通常、確定金額を表示するが、契約締結時に契約金額を確定することが困難なも

のは、概算契約又は単価契約によることとなり、概算契約の場合は概算金額で、単

価契約の場合は単価で表示する。 

契約の相手方が消費税法上の課税事業者の場合、消費税及び地方消費税の額を記

載し、免税事業者の場合、消費税及び地方消費税の額を記載しない。 

 

○ 「委託期間」の条項について 

   契約書記載事項である「履行期限」とは、債務者が契約によって生じた債務の履

行をなすべき期限をいう。委託契約の場合は、通常、委託期間と表示する。 

   当事者の合意によって定めるが、地方公共団体の契約では、債務負担行為又は繰

越明許費により契約を締結する場合及び長期継続契約を締結する場合を除き、原則

として、翌年度にまたがって履行期限を定めることはできない。 

 

○ 「契約保証金」の条項について 

   契約書記載事項である「契約保証金」とは、契約の履行の確保と契約不履行の場

合に受ける損害賠償を容易にすることを目的として、契約を締結するときに、契約

の相手方から納付させる保証金をいう。 

原則、納付させる必要があるが、会計規則第78条に該当する場合は免除するこ

とができる。 

なお、免除する場合は、次のように規定する。 

 

 

 

 

〔契約保証金を免除する場合の規定例〕 

 （契約保証金） 

第５条 契約保証金は、免除する。 
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（権利義務の譲渡等） 

第６条 乙は、この契約により生ずる権利を第三者に譲渡し、又は義務を第三者に引き

受けさせてはならない。ただし、あらかじめ、甲の文書による承諾を得たときは、こ

の限りでない。 

 

 （再委託等の禁止） 

第７条 乙は、業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、

あらかじめ、甲の文書による承諾を得たときは、この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （業務実施計画書の作成等） 

第８条 乙は、円滑に業務を実施するため、この契約の締結後速やかに、○○庁舎等空

調設備保守点検業務実施計画書を作成し、甲に提出するものとする。 

 

 （仕様に不適合の場合の措置） 

第９条 甲は、乙の実施した業務が仕様書に適合していないと認めたときは、乙に対し、 

業務の補正を命ずることができる。この場合において、当該補正に要する費用は、乙

の負担とする。 

 

（損害賠償） 

第１０条 乙は、業務の実施に当たり甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を

賠償しなければならない。ただし、乙の責めに帰することができない事由によってそ

の損害が生じた場合は、この限りでない。 

 

 

 

 

 （委託料の支払） 

第１１条 乙は、業務を完了したときは、遅滞なく、業務完了報告書を甲に提出しなけ

ればならない。 

２ 乙は、前項の業務完了報告書を提出し、甲の検査に合格したときは、遅滞なく、委

託料の支払請求書を甲に提出しなければならない。 

３ 甲は、前項の支払請求書を正当であると認めたときは、その書類を受理した日から

３０日を経過する日までに、委託料を乙に支払わなければならない。 

 

（遅延利息） 

第１２条 甲は、委託料を前条第３項に規定する期日までに支払わなかったときは、当

該期日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、その未支払額について政府契約の

支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の財務大臣

の決定する率で計算して得た金額に相当する遅延利息を乙に支払わなければならな

い。 

２ 前項の規定により計算した遅延利息の額が１００円未満であるときは遅延利息を

支払うことを要せず、その額に１００円未満の端数があるときはその端数を切り捨て

るものとする。 
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○ 「権利義務の譲渡等」及び「再委託等の禁止」の条項について 

権利義務の譲渡とは、契約上の当事者たる地位を譲渡すること（契約の相手方が

変更されること）をいう。 

地方公共団体の契約では、契約の履行の確保に万全を期すため、競争入札又は随

意契約により特定の契約の相手方を選定しており、契約の相手方の変更を自由に認

めると、自治法等で規定する厳格な契約手続等を無意味なものとし、契約の履行の

確保が困難となるおそれがある。 

権利義務の譲渡は、原則として禁止し、契約の履行を確保する観点から、県に有

利である場合に限り、例外的に事前承諾により認める取扱いとするよう規定する。 

再委託等の場合も同様で、地方公共団体は、受託者の履行能力を信用して業務の

委託等を行うのであり、履行能力を判断していない第三者に再委託等を行うこと

は、契約の履行の確保が困難となるおそれがある。 

再委託等は、原則として禁止し、やむを得ず再委託等を行う場合は、再委託等を

行う合理的理由、再委託等の相手方の履行能力等を審査し、適当と認める場合に限

り、例外的に事前承諾により認める取扱いとするよう規定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 「損害賠償」の条項について 

   当該規定は、契約不履行により発生した損害の賠償ではなく、契約履行により発

生した損害の賠償に関する規定である。契約の相手方の契約履行に伴う第三者に対

する損害賠償責任については、民法第716条で、請負契約の注文者は、注文又は

指図について注文者に過失がある場合を除き、請負人がその仕事について第三者に

加えた損害を賠償する責任を負わないと規定しており、確認的な意味合いで表示す

るものである。 

 

○ 「委託料の支払」及び「遅延利息」の条項について 

契約書記載事項である「契約代金の支払又は受領の時期及び方法」及び「履行の

遅滞（支払遅延）の場合における遅延利息」に関する規定である。 

支出の原因となる契約では、自治法等により、契約の相手方が履行を完了した後

に契約代金の支払をする精算払を原則とするため、検査に合格した後に、契約代金

の支払を請求するように規定する。 

   なお、契約代金の支払に関する履行期限は政府契約の支払遅延防止等に関する法

律第6条の規定に、遅延利息は同法第8条の規定に則って規定する。 
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（甲の解除権） 

第１３条 甲は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、この契約を解除する

ことができる。 

(1) 乙が正当な理由なく委託期間内にこの契約の全部若しくは一部を履行しないと

き、又はその履行の見込みがないことが明らかになったとき。 

(2) 乙がこの契約の解除を申し出たとき。 

(3) 乙の業務が著しく不誠実と認められ、又はこの契約を誠実に履行する意思がな

いと認められるとき。 

(4) 乙がこの契約及び仕様書に定める事項に違反したとき。 

(5) 次のアからウまでのいずれかに該当するとき。 

ア 乙が熊本県暴力団排除条例（平成２２年熊本県条例第５２号。以下この号に

おいて「条例」という。）第２条第４号に規定する暴力団密接関係者であると認

められるとき。 

イ 乙の役員又は使用人（条例第２条第４号に規定する公安委員会規則で定める

使用人をいう。以下この号において同じ。）が乙若しくは第三者の不正な利益を

図り、又は第三者に損害を加えることを目的として暴力団（暴力団員による不

当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下この号において

「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この号において同

じ。）の威力を利用したと認められるとき。 

ウ 乙の役員又は使用人が乙の行う事業に関し、暴力団の活動を助長し、又は暴

力団の運営に資することとなることを知りながら、法第２条第６号に規定する

暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益を供与したと認められるとき。 

２ 乙は、前項の規定によりこの契約を解除されたときは、甲に委託料の１００分の１

０に相当する違約金を支払うものとする。 

３ 前項の場合において、第５条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保

の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金

に充当することができる。 

 

 （談合その他不正行為による甲の解除権） 

第１４条 甲は、乙がこの契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、この契

約を解除することができる。 

(1) 公正取引委員会が乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の

確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第４

９条に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 

(2) 公正取引委員会が乙に違反行為があったとして独占禁止法第６２条第１項に規

定する納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 

(3) 乙（乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）に対する刑法（明

治４０年法律第４５号）第９６条の６又は第１９８条の規定による刑が確定した

とき。 

２ 前条第２項及び第３項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。 

 

 （賠償の予約） 

第１５条 乙は、前条第１項各号のいずれかに該当するときは、甲がこの契約を解除す

るか否かにかかわらず、賠償金として、委託料の１００分の２０に相当する額を支払

わなければならない。この契約の履行が完了した後も、同様とする。ただし、前条第

１項第３号のうち、乙に対する刑法第１９８条の規定による刑が確定したときは、こ

の限りでない。 

２ 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額及び第１３条

第 2項に規定する違約金の額の合計額を超える場合においては、その超過分につい

て賠償を請求することを妨げるものではない。 

 

 



- 6 - 
 

○ 「甲の解除権」、「談合その他不正行為による甲の解除権」及び「賠償の予約」の条

項について 

当該規定は、契約の相手方の契約不履行等及び談合その他不正行為による約定解

除並びに契約書記載事項である「債務の不履行の場合における違約金その他の損害

金」に関する規定である。 

契約の解除は、原則として、厳格な要件の下での法定解除しかできないため、約

定解除権について規定することで、約定解除の事由が発生した場合は契約の解除を

することができるようになる。 

契約書記載事項である「債務の不履行の場合における違約金その他の損害金」は、

契約の適正な履行を担保するため規定する。 

契約保証金を納付させる場合に、損害賠償について特段の定めがないときは、契

約保証金が損害賠償を予定したものと解されるため、契約保証金の金額を超える損

害を賠償させようとするときは、その旨の特段の定めを規定する。 

また、契約保証金の納付を免除したときでも、免除によって損害賠償の請求権ま

でを放棄するものではないため、契約の解除により県に損害が生じた場合には、損

害賠償を請求できるように規定する。 

   なお、第13条第1項第5号について、契約の相手方が個人である場合は、次

のように規定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔契約の相手方が個人である場合の規定例〕 

(5) 次のアからウまでのいずれかに該当するとき。 

ア 乙が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号。以下この号において「法」という。）第２条第６号に規定する暴力団

員（以下この号において「暴力団員」という。）又は熊本県暴力団排除条例

（平成２２年熊本県条例第５２号。以下この号において「条例」という。）

第２条第４号に規定する暴力団密接関係者であると認められるとき。 

イ 乙又は乙の使用人（条例第２条第４号に規定する公安委員会規則で定める

使用人をいう。以下この号において同じ。）が乙若しくは第三者の不正な利

益を図り又は第三者に損害を加えることを目的として暴力団（法第２条第２

号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。）の威力を利用した

と認められるとき。 

ウ 乙又は乙の使用人が乙の行う事業に関し、暴力団の活動を助長し、又は暴

力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員に対し、金品そ

の他の財産上の利益を供与したと認められるとき。 
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（秘密の保持） 

第１６条 乙は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了

した後も、同様とする。 

 

（従業者の事故） 

第１７条 業務の実施に関して生じた乙の従業者の事故については、甲は、その責めを

負わないものとする。 

 

（報告及び調査） 

第１８条 甲は、委託中及び委託期間の終了後において必要と認める場合は、乙に対し

この契約に関し必要な報告を求め、又はその職員に、乙の事務所に立ち入り、帳簿、

書類その他の物件を調査させることができる。 

２ 乙は、甲が前項の規定により報告を求め、又は調査を行うときは、これに応じるも

のとする。 

 

 （疑義等の解決） 

第１９条 この契約について疑義のあるとき、又はこの契約に定めのない事項について

は、甲、乙協議の上、解決するものとする。 

 

 この契約の成立を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その１

通を所持する。 

 

 

 

  平成○○年○○月○○日 

 

 

 

 

 

             甲 熊本県 

                代表者 熊本県知事 ○○ ○○     印 

 

 

             乙 住所 

               ○○株式会社 

                    代表取締役 ○○ ○○     印 
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○ 「秘密の保持」について 

   委託契約では、業務上の秘密に関与する場合が多々あるので、秘密の保持につい

て規定する。 

 

 

 

 

 

○ 「報告及び調査」について 

当該規定は、物品調達等の不適正な経理処理の再発防止策の一つとして定められ

ているため、必ず規定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 「後文」について 

契約書を何通作成し、それを誰が保有するかを表示する。保証人がいない場合は

2通作成し、県と契約の相手方が記名押印の上、各自１通を保有する取扱いとする

よう規定する。 

 

○ 「日付」について 

契約の締結権者が記名押印した年月日を記載する。契約の相手方が隔地にあると

きは、特段の支障がある場合を除き、まず、契約の相手方に契約書の案を送付して

記名押印させ、その後、当該契約書の案の送付を受けてこちらが記名押印した年月

日を記載する。 

 

○ 「記名押印」について 

   契約により発生する権利義務の主体となる名義人が誰であり、かつ、契約の締結

権者が誰であるか特定し、表示する。 

県の場合、契約の当事者（名義人）は、法人としての熊本県であり、契約の締結

権者は、知事又は知事から契約の締結権限を委任された者である。 

契約は正当な権能を有する者によって締結されて初めて有効に成立するため、契

約事務担当者は、契約の名義人及び契約の締結権者について調査するとともに表示

上注意する必要がある。 
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★ 契約書（標準例）を使用する場合の主な留意点 ★ 

 

電子情報を取扱う場合 個人情報を取扱う場合 

概算払及び前金払並びに概算契約をする場合 

〔前金払等をする場合の規定例〕 

（委託料の支払） 

第〇条 （略） 

２ （略） 

３ 甲は、前項の支払請求書を正当であると認めたときは、その書類を受理した日

から３０日を経過する日までに、委託料を乙に支払わなければならない。 

４ 前項の規定にかかわらず、甲が必要と認めるときは、乙の請求により委託料の

前金払（概算払）をすることができる。 

＊ 前金払等の限度額、回数等も併せて規定すること。 

〔精算条項等の規定例〕 

（委託料） 

第〇条 業務の委託料（以下「委託料」という。）は、金○○○○円（うち消費税及

び地方消費税の額○○○○円）とする。ただし、業務の実施後、業務の収支精算

額が委託料を下回ったときは、その精算額をもって委託料とする。 

 （残額の返還） 

第○条 乙は、第○条の概算払により支払を受けた委託料に残額が生じたときは、

甲に対し、当該残額を返還しなければならない。 

〔個人情報の保護の規定例〕 

（個人情報の保護） 

第○条 乙は、業務を処理するための個人

情報の取扱いについては、別記「個人情

報取扱特記事項」を守らなければならな

い。 
 

委託契約で、個人情報を取り扱う場合

は、個人情報の保護に関する規定を設ける

必要がある。この場合、熊本県個人情報取

扱事務委託基準の規定により、個人情報取

扱特記事項を契約書の別記とし、契約書に

は契約の内容の一部として次のように規

定する。 

地方公共団体の契約は、契約の内容が確定している確定契約を原則とするが、目

的物の数量等をあらかじめ確定することが困難である場合等、特別の必要がある場

合は、概算契約を認めている。概算契約は、履行完了の段階で契約金額を確定する

必要があるため、次のように精算及び残額の返還について規定する。 

自治法では、支出の特例として前金払及び概算払を、会計規則では、契約代金の

一部支払の方法として部分払を規定している。支出の特例等である前金払、概算払

及び部分払をする場合は、あらかじめ契約の相手方に、限度額、回数等を契約の条

件として提示するとともに、契約書で特約する必要がある。 
 

情報システム等に係る設計、購入、開発、

導入、運用又は保守を委託する場合は、電

子情報の漏えい等を防止するため、電子情

報の適正な取扱いに関する規定を設ける必

要がある。この場合、各電子情報保全対策

実施要領の規定により、電子情報に関する

取扱特記事項を契約書の別記とし、契約書

には契約の内容の一部として次のように規

定する。 

〔電子情報に関する取扱いの規定例〕 

（電子情報に関する取扱い） 

第○条 乙は、業務を実施するための電子

情報の取扱いについては、別記「電子情

報に関する取扱特記事項」を守らなけれ

ばならない。 
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